
鶴留社会保険労務士事務所 

社会保険労務士 鶴留 舞 

〒820-0040 飯塚市吉原町 6-12 

飯塚商工会議所ビル 603 

TEL：０９４８－２８－２４４４ 

FAX：０９４８－２８－２４４８ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
同協会の理事長である中村正己氏は、「これか

らの時代を担う経営者には“イノベーションの気

概”が求められて」おり、「いまある事業をより

良くするだけでなく、ゼロから事業・市場を開拓」

し、「組織を立ち上げる経験を経て成長」してき

た人が、これから「取締役や執行役員となって次

のステージに挑戦することになる」と分析してい

ます。 

従来は、強力なリーダーシップを発揮して従業

員を自ら引っ張っていくようなタイプの経営者が

多かったかもしれませんが、今後は、変化を素早

く察知して柔軟に対応することでき、恐れずに改

革を断行できるようなタイプの経営者が求められ

るのかもしれません。 

しかし、上記の結果にもあるように、いつの時

代でも「物事の本質を見抜く力」は必要とされる

ようです。 

日本能率協会が昨年 7～12 月に実施した「経営者コンピテンシーに関するアンケート」の結果が発表さ

れました。 

このアンケートは、同社の『JMA トップマネジメント研修』等のセミナーを受講者した企業の役員を

対象に行ったものであり、223 名が「理想の経営者に求められる資質」について回答しています。 

変化の激しい経営環境の先頭に立つ経営者に求められる資質とは、どういったものなのでしょうか？ 

まず、「今までの理想の経営者に求められる資質」

を尋ねたところ、上位１～５位までは、「統率力」

（35.4％）、「本質を見抜く力」（27.4％）、「強烈

な意志」（16.1％）、「人心掌握力」（12.6％）、「胆

力（覚悟・腹の括り方）」（12.1％）でした。 

これに対し、「これからの理想の経営者に求められ

る資質」の上位１～５位は「イノベーションの気概」

（34.1％）、「変化への柔軟性」（26.5％）、「本質

を見抜く力」（22.9％）、「ビジョンを掲げる力」

（19.3％）、「過去からの脱却」（12.1％）となりま

した。 

どちらの質問にも上位５位までにランクインした

のは「本質を見抜く力」だけであり、求められる資質

が変化していると認識している方が多いようです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆労働法関連 

今年 4 月 1 日より、「雇入れ時・契約更新時の労働条件

に関する説明義務化」や「正社員との差別的取扱いが禁止

される労働者の範囲拡大」等を内容とする改正パート労働

法が施行されます。 

また、6 月 1 日より、重大な労働災害を繰り返す企業に

改善計画を提出させるほか、その指示に従わない企業名公

表等を内容とする改正労働安全衛生法が施行されます。 

なお、同改正によるストレスチェック制度導入は 12 月

1 日です。 

◆労働保険関連 

4 月 1 日より、労災保険率が全 54 業種平均で 4.8/1000

から 4.7/1000 へと 0.1/1000 引下げとなります。なお、一

人親方等の特別加入に係る第 2 種特別加入保険料率、海外

勤務者の特別加入に係る第 3 種特別加入保険料率も改定さ

れます。また、労務費率の改定、請負金額の取扱いの改正

および労務費率の暫定措置の廃止も、同日施行されます。 

なお、雇用保険料率は据置きの方針で、一般 13.5/1000、

農林水産清酒製造 15.5/1000、建設 16.5/1000 です。 

 

◆助成金・奨励金関連 

2 月より、「中小企業両立支援助成金」に育

休復帰支援プランが新設され、「育休復帰プラ

ンナー」による支援のもと「育休復帰プラン」

を策定・導入し、対象労働者が育休を取得・職

場復帰した場合に助成金が支給されることと

なります。 

このほか、「キャリアアップ助成金」、「ト

ライアル雇用奨励金」、「労働環境向上助成金」、

「キャリア形成促進助成金」、「建設労働者確

保育成助成金」等の改正も見込まれています。 

 

◆消費税率引上げを前提とした主な社会保障充実

策政府が 2015 年度の社会保障充実策を決定し、当初は今年

10 月の消費税率 10％引上げを前提に行う予定であった、「低

所得者の年金への上乗せ給付」や「年金受給資格の短縮」等

が 1 年半後（2017 年 4 月）に先送りされることになりまし

た。 

なお、「子ども・子育て新支援制度」等は当初の予定通り

実施されます。 

◆育児支援は予定通り実施 

「子ども・子育て支援新制度」は、すでに入園の申込みが始まっ

ているため予定通り 4 月より実施されます。この制度は、「質の高

い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」の実現を目指し、待機

児童解消ための保育園等の増設や、保育士不足を解消するために職

員の増員や待遇を改善する制度です。 

2017 年度までに待機児童をゼロにすることを目標にしています。 

 

◆社会保険関連 

健康保険関連として、1 月 1 日

より、高額療養費制度が改正（70

歳未満の所得区分が細分化） され

ています。 

年金保険関連として、昨年 4 月

分から実施されている年金額の特

例水準解消について、残る 0.5％分

の解消による改定が 4 月分より行

われる予定です。なお、年金額は 1

月末に公表される全国消費者物価

指数の動向により決定されます。 

 

◆その他 

4 月 1 日より、法律の有

効期限の 10 年間延長等を

内容とする改正次世代育

成支援推進法が施行され

ます。 

また、労働・社会保険関

連の電子申請システムに

ついて、従業員データの入

力作業の省略が可能とな

る等、4 月より利便性向上

が図られる予定です。 

 

◆低所得者や年金受給者への影響は？ 

消費税率 8％引上げ時に「簡素な給付措置」として導入した低所

得者向けの「臨時福祉給付金」は、1 年分として 1 万円から 6,000

円に減額したうえで継続されます。 

しかし、年金を受給する低所得者に対して給付金 5,000 円を上乗

せする措置は先送りとなり、約 500 万人の高齢者に影響を及ぼすこ

とになります。 

さらに、年金の受給資格を得るための保険料納付期間を 25 年から

10 年に短縮する制度も延期されることになりました。 
◆介護への影響は？ 

低所得者への介護保険料の軽減拡充についても消費税率

10％引上げ時に実施する予定でしたが、2015 年度は一部実

施にとどめて、本格的な実施は 2017 年度からとなりました。 

その反面、事業者に支払う介護報酬は 2.27％の引下げが決

定し、9 年ぶりのマイナス改定となりました。 

今後介護人口が増えていく中、介護報酬の引下げにより人

材の確保や介護を必要とする人に対して十分なサービスが

提供できるかが懸念されそうです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆法案の概要が判明 

政府が今月開会予定の通常国会に提出する「若者

雇用対策法案」（仮称）の要旨が明らかとなりまし

た。 

同法案は、一定の基準を満たす企業の認定制度を

創設することや、労働関連法で重大な違反があった

企業の求人票をハローワークで不受理とすること

等が柱であり、今年度中の施行を目指しています。 

◆新規学卒者の内定状況および離職率 

今春大学卒業予定者の就職内定率（昨年 10月 1

日時点）は 68.4％（前年同期比 4.1ポイント増）、

高校卒業予定者の内定率（昨年 9月末時点）は

54.4％（同 8.8ポイント増）で、雇用状況は改善し

ているものの、25～34歳の非正規雇用者のうち、本

人が正規雇用を望んでいない割合は約 27％であり、

他の年代より高い状態です。 

また、新規学卒者の３年以内の離職率は大卒者が

32.4％、高卒者が 39.6％となっています。 

◆「若者雇用対策法案」のポイント 

厚生労働省は、すでに一定の労務管理

体制が整えられており、若者の雇用や育

成に積極的な中小・中堅企業について積

極的に広報等を行う「若者応援企業宣言」

事業を実施していますが、上記の「若者

雇用対策法案」はこれらを抜本的に強化

するもので、主な内容は次の通りです。 

（１）若者社員の定着率や能力向上のた

めの研修制度を導入する等、一定の基

準を満たす企業を「若者育成認定企業」

（仮称）として認定する。 

（２）労働関連法令の重大な違反があっ

た企業の求人票はハローワークで不受

理とする（民間サイトは対象外）。 

（３）フリーターやニートの正規雇用を

促進する。 

◆認定企業は 

優秀な人材を集めやすく 

「若者育成認定企業」の認

定については、①３年以内の

離職率が 30％以下、②有給

休暇の取得率が 70％以上ま

たは 10 日以上、③平均残業

時間が月 20 時間以下または

週 60 時間以上働く人が５％

以下、といった基準をすべて

満たす企業が対象で、助成金

も支給されるようです。 

企業にとっては、認定を受

けることにより優秀な人材

を確保しやすくなることが

期待されます。 

 

 

昨年 9月、「長時間労働削減推進本部」

が厚生労働省内に設置され、長時間労働

対策が強化される方針が示されました。 

この推進本部の中の「過重労働等撲滅

チーム」による施策として、平成 27年

1月から具体的な取組みが行われます。 

 

（１）月 100 時間超の残業が行われている事業場等に対する監督指導の徹底 

「時間外労働時間数が 1カ月 100時間を超えていると考えられる事業場」

や「長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業

場」を対象とした、労働基準監督署による監督指導（立入調査）が徹底されま

す。 

法違反を是正しない事業場については、送検も視野に入れて対応（送検した

場合には企業名等を公表）するとのことです。 

（２）インターネットによる情報監視 

厚生労働省がインターネット上の求人情報等を監視・収集し、その情報を労

働基準監督署による監督指導等に活用されます（平成 27年度からの本格実施

に向けて、平成 27年 1月から試行的に実施）。 

高収入を謳う求人、求人を繰り返し行うもの等の過重労働が疑われる求人事

案に着目して行われるようです。 

（３）メンタルヘルス対策の強化 

メンタルヘルスの一層の向上を目指し、都道府県労働局において次の取組み

を実施します。 

・ストレスチェック制度の周知 

（改正労働安全衛生法により平成 27年 12月から施行） 

・ストレスチェックおよび面接指導等を行う医師、保健師等に対する研修 

（平成 27年度からの実施に向けて、平成 27年１月から準備） 

また上記とは別に、厚生労働省では、

過酷な労働を強いるいわゆる「ブラック

企業」からの新卒求人を、内容にかかわ

らずハローワークで受理しない制度を作

ることを検討しているようです。 

今年も引き続き、長労働時間等には行

政の指導も厳しいようですので、適切な

労働時間管理に取り組んでいくことが必

要ですね。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月の税務と労務の手続提出期限［提出先・納付先］

2 月 2 日 

○ 法定調書＜源泉徴収票・報酬等支払調書・同合計表＞の提出［税務署］ 

○ 給与支払報告書の提出＜1 月 1 日現在のもの＞［市区町村］ 

○ 固定資産税の償却資産に関する申告［市区町村］ 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第４期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、10 月～12 月分＞［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険料納付＜延納第 3 期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況報告（雇用保険の被保険者でない場合） 

＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定所］ 

○ 贈与税の申告受付開始＜３月１６日まで＞［税務署］  

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出 

＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出 

＜前月以降に一括有期事業を開始している場合＞［労働基準監督署］ 

16 日 

○ 所得税の確定申告受付開始 

＜３月１６日まで＞［税務署］   

※なお、還付申告については、 

２月１３日以前でも受付可能。 

 

3 月 2 日 

○ じん肺健康管理実施状況報告の提出 

［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付 

［郵便局または銀行］ 

○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提出 

［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使 

用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況報告（雇用保険の被保険

者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月 

末日＞［公共職業安定所］ 


